
経営相談体制強化事業 

 

新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるための 

専門家による経営相談の窓口を設置いたします。 
 

武豊町商工会では、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、経営に影響を受けている、また
はその恐れがある中小企業・小規模事業者からのご相談に対応する窓口を設置しました。 
月次支援金の申請サポートや各種補助金制度等の活用相談やその他経営相談のため、中小企
業診断士による個別相談会を開催いたしますのでご利用ください。 
 

【相談窓口の内容】 

◎月次支援金の電子申請に係る相談・入力サポート 
  

◎事業再構築補助金・持続化補助金・ものづくり補助金 

等の補助金活用、申請に係る相談など 
 

◎その他経営に関する相談 
  ※内容によっては相談できない場合もあります。 

【開催日時】 いずれも１３：００～１７：００（事前予約制） ※１回 １時間 

月 日付（曜日） 

１０月 

５日（火） ８日（金） １２日（火） １５日（金） 

１９日（火） ２１日（木） ２７日（水） ２８日（木） 

１１月 

５日（金） １０日（水） １２日（金） １６日（火） 

１９日（金） ２４日（水） ２６日（金） ３０日（火） 

【開催場所】 武豊町地域交流センター（知多郡武豊町字忠白田１１－１） 

【相 談 員】 中小企業診断士 秋田 秀美 氏 

【参 加 費】 無 料        【主 催】 武豊町商工会 

【申 込 み】 予約制となっております。裏面の参加申込書を武豊町商工会宛に 

【申 込 み】 ＦＡＸするか、お電話でお申し込みください。 

【問合せ先】 武豊町商工会 ＴＥＬ：0569-73-1100 ＦＡＸ：0569-73-7377 
 

★感染拡大防止のため、マスク着用等感染防止へのご協力をお願いいたします。 
 

 裏面もご確認ください。 
 



 
月次支援金 給付額：中小法人等 上限 20 万円/月 ・ 個人事業者等 上限 10万円/月 

2021 年の 4 月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営

業」や「外出自粛等」の影響により、月間売上が 2019年または 2020 年の同じ月と比べて 50％以上減少した

中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付します。 

㊟地方公共団体から休業・時短営業に伴う「協力金」を受給した事業者は対象外です。 

※詳細は専用ＨＰ（https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html）をご確認ください。 

 申請期間 8月分・・・9月 1 日～10月 31日  9 月分・・・10月 1日～11月 30日 
 

事業再構築補助金 補助額：100万円～1 億円 補助率：1/2～3/4 

新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った

事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。 

※詳細は専用ＨＰ（https://jigyou-saikouchiku.jp/）をご確認ください。 
 

持続化補助金〈一般型〉 補助額：上限 50万円 補助率：2/3 

持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取組や、あわせて行う

業務効率化の取組を支援します。 

※詳細は専用ＨＰ（https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/）をご確認ください。 
 

持続化補助金〈低感染リスク型ビジネス枠〉 補助額：上限 100万円 補助率：3/4 

小規模事業者が新型コロナウイルス感染症感染防止と事業継続を両立させるため、対人接触機会の減少

に資する前向きな投資を行い、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等

の取組を支援します。※詳細は専用ＨＰ（https://www.jizokuka-post-corona.jp/）をご確認ください。 
 

ものづくり補助金 補助額：上限 1,000万円または 3,000万円 補助率：1/2～2/3 

中小企業等による生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うため

の設備投資を支援します。※詳細は専用ＨＰ（https://portal.monodukuri-hojo.jp/）をご確認ください。 
 

経営個別相談会 参加申込書 武豊町商工会 行 FAX：0569-73-7377 

事業所名  参加者名  

電話番号 (     )    － 携帯電話 (     )      － 

業    種  ＦＡＸ番号 (     )      － 

相談内容 （○印をご記入願います。） 

 月次支援金申請サポート 
※事前確認については商工会にて行います。 

（以前に一時支援金や月次支援金を申請した方は必要ありません。） 

 各種補助金関係 
 事業再構築補助金  持続化補助金〈一般型〉 

 
持続化補助金 
〈低感染リスク型ビジネス枠〉 

 ものづくり補助金 

 その他経営相談 どのような内容ですか。（                             ） 

希望日および希望時間 （○印をご記入願います。） 

希望日 

10 月 
 10/5（火）  10/8（金）  10/12（火）  10/15（金） 

 10/19（火）  10/21（木）  10/27（水）  10/28（木） 

11 月 
 11/5（火）  11/10（水）  11/12（金）  11/16（火） 

 11/19（金）  11/24(水）  11/26（金）  11/30（火） 

希望時間  13：00～  14：00～  15：00～  16：00～ 

※先着順ですので希望通りにならない場合がありますのでご了承ください。 


